
役員名簿

番号 入力確認欄 氏名ｶﾅ 氏名漢字 和暦 団体名 役職名 郵便番号 住所

1 OK ｳｽｲ ｸﾆﾔｽ 臼井 国泰 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 代表理事

2 OK ｵﾘﾊﾀ ｹﾝ 織畑 研 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 副代表理事

3 OK ﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ 三谷 宏治 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 理事

4 OK ﾊｯﾄﾘ ﾁｶｺ 服部 千賀子 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 理事

5 OK ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ 山口 友紀 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 理事

6 OK ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｺ 藤田 絢子 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 理事

7 OK ｵｼﾂﾞｶ ﾀｹﾋﾛ 押塚 岳大 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 理事

8 OK ﾏｻﾑﾗ ｴﾘ 正村 絵理 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 理事

9 OK ｱｻｶﾞｲ ﾖｼﾕｷ 朝貝 義幸 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 監事

10 check!

11 check!

12 check!

13 check!

14 check!

15 check!

16 check!

17 check!

18 check!

19 check!

20 check!

21 check!

22 check!

23 check!

24 check!

25 check!

26 check!

27 check!

28 check!

29 check!

* * * * * * * * *

◉記載例（番号1〜3）は削除のうえ番号1より入力してください。
◉名簿には登記簿上の「役員に関する事項」に記載されている方すべて を入力してください。NPO法人の場合は、代表理事、理事、監事をすべて記載してくださ
い。
◉氏名欄に記入する氏名は戸籍上の氏名で入力してください。
◉備考欄には他の団体等との兼職関係（兼職先名称、兼職先での役割等）を記載してください。
◉提出の際はPDF等に変換せずExcel形式のまま提出してください。要件を満たしていない場合は、再提出を求める場合があります。

［各欄の入力方法と注意点］
・入力確認欄に「check!」が表示されているときは、和暦と生年月日の組み合わせをもう一度確認してください。
・役員名簿の枠が足りない場合は、適宜追加してください。
・氏名カナ欄は「半角」で入力、姓と名の間も半角で１マス空けてください。
・氏名漢字欄は「全角」で入力、姓と名の間も全角で１マス空けてください。
・外国人の場合は、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ読み、氏名漢字欄にはアルファベット（全角）を入力してください。
・生年月日欄は、大正は T、昭和は S、平成は Hを半角で入力し、年欄は数字２桁半角としてください。なお、明治45年は7月30日まで、大正15年は12月25日まで、昭和64年
は1月7日までとなります。
・性別欄には「半角」で男性は M、女性は Fで入力してください。



2023/12/3

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 「排除」から「包摂」へ インクルーシブな放課後創造事業 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール

過去の採択状況：
通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていな
い。

記入完了 確認が必要です。F列に未記入があるか、提出
時期と整合していません（E列が「内定後提出」
「提出不要」の場合は空欄にしてください）

確認が必要です。G列に未
記入があるか、提出時期と
整合していません。（E列が
「内定後提出」「提出不要」
の場合は空欄にしてくださ
い）

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第22条

公募申請時に提出 定款 第23条

公募申請時に提出 定款 第22条

公募申請時に提出 定款 第23条

公募申請時に提出 定款 第21条

公募申請時に提出 定款 第26条

公募申請時に提出 定款 第28条

公募申請時に提出 定款 第27条

. . .

公募申請時に提出 定款 13条

内定後1週間以内に提
定款 ※本項に関する定款変更に関して東
京都に申請中（2024年1月頃認証予定）

13条

. . .

公募申請時に提出 定款 第31条

公募申請時に提出 定款 第32条

公募申請時に提出 定款 第31条

公募申請時に提出 定款 第32条

公募申請時に提出 定款 第30条

公募申請時に提出 定款 第34条

公募申請時に提出 定款 第36条

公募申請時に提出 定款 第35条

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 定款 第14条

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第14条

. . .

公募申請時に提出 役員報酬規定 第2条

公募申請時に提出 役員報酬規定 第3条

⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第4条

公募申請時に提出 倫理規程 第13条

公募申請時に提出 倫理規程 第6条（３）私的利益追求の禁止

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担
が規定されていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してく
ださい

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（２）報酬の支払い方法

（１）基本的人権の尊重

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（６）決議（過半数か3分の2か）

規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分の
み提出をお願いします。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへ
ご相談ください。

記入箇所チェック ※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

・評議員会規則
・定款

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

定款

・定款
・理事会規則

役員及び評議員の報
酬等並びに費用に関
する規程

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で
行う」という内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に
関する除外規定は必須としないこととします。

⚫ 理事の構成に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事
の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、
理事の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議 （過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」
という内容を含んでいること



公募申請時に提出 倫理規程 第8条

公募申請時に提出 倫理規程 第9条

公募申請時に提出 倫理規程 第4条

公募申請時に提出 倫理規程 第10条

公募申請時に提出 倫理規程 第11条

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第8条

公募申請時に提出 倫理規程 第8条

公募申請時に提出 倫理規程 第8条

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第3条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第4条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第7条

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第7条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第8条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 事務局規程 第2条、別紙

公募申請時に提出 事務局規程 第3条

公募申請時に提出 事務局規程 第4条

公募申請時に提出 事務局規程 第5章

. . .

公募申請時に提出 賃金規定 第3条、第3章、第4章

公募申請時に提出 賃金規定 第2章

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 文書管理規程 第6条

公募申請時に提出 文書管理規程 第7条

公募申請時に提出 文書管理規程 第8条

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規程 第8条、別表1

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第7条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第14条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第18条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第13条、第15条

⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 経理規程 第6条

公募申請時に提出 経理規程 第11条

公募申請時に提出 経理規程 第16条～第18条

公募申請時に提出 経理規程 第12条、第14条

公募申請時に提出 経理規程 第3章

公募申請時に提出 経理規程 第25条

公募申請時に提出 経理規程 第26条、第27条

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を
与える行為を行わない」という内容を含んでいること

（６）ハラスメントの防止

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相
反を防ぐ措置」について具体的に示すこと

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に
対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組
織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（２）職制

（３）職責

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う
部署が設置されている 」という内容を含んでいること

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン
（平成28年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（４）事務処理（決裁）

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（６）収支予算

（７）決算

（４）緊急事態対応の手順

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁
止のための自己申告
等に関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

コンプライアンス規程

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その
内容を公表する」という内容を含んでいること



特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクール定款 

 

第１章 総 則 
（名 称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクールという。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区本郷１丁目２０番９号 本郷元町

ビル５階に置く。 

 

（目 的） 

第３条 この法人は、子どもたちの生きる力を養うためのプログラムを提供する事業

を行い、子どもの健全育成を図り、広く公益に貢献することを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 

(1) 子どもの健全育成を図る活動 

(2) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援

助の活動 

 

（事業の種類） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし

て、次の事業を行う。 

(1) 放課後プログラム提供事業 

 

 

第２章 会 員 
（種 別） 

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以

下「法」という。）上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 

 

（入 会） 

第７条 会員の入会について、特に条件は定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書に

より、代表理事に申し込むものとする。 

３ 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会

を認めなければならない。 



４ 代表理事は、第２項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付

した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

一度納入された入会金及び会費は、会員に対して返還は行わない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅

したとき。 

(3) 継続して１年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

 

（退 会） 

第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会す

ることができる。 

 

（除 名） 

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名す

ることができる。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に

弁明の機会を与えなければならない。 

 

 

第３章 役 員 
（種別及び定数） 

第12条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事３人以上２０人以内 

(2) 監事１人以上２人以内 

２ 理事のうち１人を代表理事、１人以上３人以内を副代表理事とする。 

 

（選任等） 

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以

内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等



以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならな

い。 

４ 役員のうちには、それぞれの役員について、他の同一の団体の理事である

者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総数

の３分の１を超えてはならない。 

５ 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることがで

きない。 

６ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 

 

（職 務） 

第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理

事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務

を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に

基づき、この法人の業務を執行する。 

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の

行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した

場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見

を述べること。 

 

（任期等） 

第15条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又

は現任者の任期の残存期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

 

（欠員補充） 

第16条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充しなければならない。 

 

 

（解 任） 

第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す



ることができる。 

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

２ 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に

弁明の機会を与えなければならない。 

 

（報酬等） 

第18条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 

 

 

第４章 会 議 
（種 別） 

第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の２種とする。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 

（総会の構成） 

第20条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（総会の権能） 

第21条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散及び合併 

(3) 会員の除名 

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 

(5) 事業報告及び収支決算 

(6) 役員の選任及び解任 

(7) 役員の職務及び報酬 

(8) 入会金及び会費の額 

(9) 資産の管理の方法 

(10) 借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。48

条において同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(11) 解散における残余財産の帰属 

(12) 事務局の組織及び運営 

(13) その他運営に関する重要事項 

 

 

（総会の開催） 

第22条 通常総会は、毎年１回開催する。 

 



２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面により招集の

請求があったとき。 

(3) 監事が第14条第４項第４号の規定に基づいて招集するとき。 

 

（総会の招集） 

第23条 総会は、前条第２項第３号の場合を除いて、代表理事が招集する。 

２ 代表理事は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったとき

は、その日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

（総会の議長） 

第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 

 

（総会の定足数） 

第25条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することはできな

い。 

 

（総会の議決） 

第26条 総会における議決事項は、第２３条第３項の規定によってあらかじめ通知し

た事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数

をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（総会での表決権等） 

第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。 

２ やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ

れた事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表

決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、前２条及び次条第１項の規定の適用

については出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決

に加わることができない。 

 

（総会の議事録） 

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

(1) 日時及び場所 



(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっ

ては、その数を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２人が、記名

押印又は署名しなければならない。 

 

（理事会の構成） 

第29条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（理事会の権能） 

第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

 

（理事会の開催） 

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 代表理事が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の２分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面に

より招集の請求があったとき。 

 

（理事会の招集） 

第32条 理事会は、代表理事が招集する。 

２ 代表理事は、前条第２号の規定による請求があったときは、その日から１

４日以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

（理事会の議長） 

第 33 条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。 

 

（理事会の議決） 

第34条 理事会における議決事項は、第32条第３項の規定によってあらかじめ通知し

た事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

 

（理事会の表決権等） 



第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、

理事会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決

に加わることができない。 

 

（理事会の議事録） 

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を

付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人が記

名押印又は署名しなければならない。 

 

 

第５章 資 産 
（構 成） 

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄付金品 

(4) 財産から生じる収入 

(5) 事業に伴う収入 

(6) その他の収入 

 

（区 分） 

第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 

 

（管 理） 

第39条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代

表理事が別に定める。 

 

 

第６章 会 計 



（会計の原則） 

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならな

い。 

 

（会計区分） 

第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。 

 

（事業年度） 

第42条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 

（事業計画及び予算） 

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事

が作成し、総会の議決を経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ

収入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（予備費） 

第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで

きる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

（予算の追加及び更正） 

第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

（臨機の措置） 

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

 



第７章 定款の変更、解散及び合併 
（定款の変更） 

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の

３以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第３項に規定する軽微な事項を

除いて所轄庁の認証を得なければならない。 

 

（解 散） 

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の

３以上の承諾を得なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければな

らない。 

 

（残余財産の帰属） 

第51条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したと

きに残存する財産は、法第１１条第３項に掲げる者のうち、総会において議決

した者に譲渡するものとする。 

 

（合 併） 

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

 

第８章 公告の方法 
（公告の方法） 

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して

行う。ただし、法第２８条の２第1 項に規定する貸借対照表の公告については、

この法人のホームページに掲載して行う。 

 

第９章 事務局 
（事務局の設置） 

第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 

 



（職員の任免） 

第55条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。 

 

（組織及び運営） 

第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が

別に定める。 

 

 

第10章 雑 則 
（細則） 

第 57 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこ

れを定める。 

 

 

附則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 

 

代表理事    臼 井 国 泰 

副代表理事   織 畑  研  

理 事     川 上 菜穂子 

理 事     明 石 要 一 

理 事     吉 田 博 彦 

理 事     三 谷 宏 治 

監 事     朝 貝 義 幸  

 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第１項の規定にかかわらず、この法

人の成立の日から平成22年6月30日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立

の日から平成22年3月31日までとする。 

５ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設

立総会の定めるところによる。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げ

る額とする。 

(1) 入会金  正会員 （個人・団体） 0円 

賛助会員（個人・団体） 0円 

(2) 年会費  正会員 （個人・団体）10,000円・100,000円 

賛助会員（個人・団体）10,000円・100,000円（一口以上） 



特定非営利活動法人 

放課後ＮＰＯアフタースクール 

 

役員報酬規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクールの役員の報酬の支給の基

準について定めることを目的とする。 

 

（報酬及び費用の支給） 

第２条 この法人における代表理事報酬は月額 100,000 円、副代表理事報酬は月額 50,000 円とす

る。その他理事に関しては常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。た

だし、旅費等の実費は支給することができる。 

 

（支払い方法） 

第３条 役員に対する報酬は、月額分を本人の指定する本人口座へ毎月振り込むものとする。ただ

し、法令等に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべ

き報酬の金額からその金額を控除して振り込むものとする。 

 

（補則） 

第４条 この規程の実施に関し必要な事項は、社員総会が別に定める。 

 

（付則） 

この規程の第 3 条を改訂し、令和５年１１月１日から実施する。（令和５年１０月３０日総会決

議） 



1  

倫理規程 

 

＜前 文＞ 

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール（以下、当法人という。）は、定款により、

子ども達の豊かな放課後づくりを通して子ども達の健全育成を図り、広く公益に貢献することを

目的としており、民間非営利活動を実施する主体として、重要な役割を期待されている。 

このような認識のもと、当法人はすべての理事及び職員が遵守すべき倫理基準を策定し、それ

を遵守するものとする。 

 

＜本 文＞ 

 

（組織の使命及び社会的責任） 

第１条 当法人は、その設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っている

ことを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。 

（基本的態度） 

第２条 理事及び職員は、特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクールの理事及び職員で

あることを常に自覚し、 清廉潔白な態度で業務を遂行しなければならない。信用を

害する行為、不名誉となるような行為をしてはならない 

 

（社会的信用の維持） 

第３条 当法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持･向上に努めな

ければならない。 

（基本的人権の尊重） 

第４条 当法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、国籍、民族、性別、年齢、人種、宗教、

信条、社会的障害、障害の有無を理由とする差別やハラスメントを一切行わないものと

する。 

 

（法令等の遵守） 

第５条 当法人は、関係法令及び当法人の定款、本倫理規程その他の規程、内規を厳格に遵守し、

社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。 

２ 当法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。 

３ 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、

躊躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。 
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（私的利益の禁止） 

第６条 当法人の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私

的な利益の追求に利用することがあってはならない。 

（兼職先組織への利益の禁止） 

第７条 当法人の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、当法人の理事会の承

諾なしに、当法人以外に役員を務める組織への当法人からの利益の追求があってはならな

い。 

（利益相反の防止及び開示） 

第８条 当法人の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能性があ

る場合は、直ちにその事実開示、その他当法人が定める所定の手続に従わなければならな

い。 

２ 資金分配団体が実行団体を選定、監督にあたり、資金分配団体と実行団体との間の利益

相 反を防ぐために、理事会の承認をもって決定とする。  

３ 助成事業等を行うにあたり、理事、監事、社員、職員その他事業協力団体の関係者に対

し、 特別の利益を与えないものとする。 

４ 役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、

適切な組織において内容確認し、迅速な発見及び是正を図ることとする。 

 

 

（特別の利益を与える行為の禁止） 

第９条 当法人の役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し寄

付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。 

 

（情報開示及び説明責任） 

第１０条  当法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務

資料等を積極的に開示し、会員、寄附者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努め

なければならない。 

 

 

（個人情報の保護） 

第１１条  当法人は、業務上知り得た組織運営上の各種情報、並びに個人的な情報の保護に万全

を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。 

（研 鑽） 

第１２条  当法人の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければ

ならない。 
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（反社会的勢力・団体との断絶） 

第１３条  当法人は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固た

る行動をとるものとし、一切の関係を断絶する。また、反社会的勢力・団体の活動を助

長するような行為は一切行わない。 

（規程遵守の確保） 

第１４条  当法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守

状況を監督し、その実効性を確保する。 

（改 廃） 

第１５条  この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和５年１１月１日から施行する。（令和５年１０月３０日理事会議決） 



コンプライアンス規程  

(目 的)   

第１条  この規程は、特定非営利活動法人放課後 NPO アフタースクール（以下、当法人とい

う。）の倫理規程の理念に則り、当法人が直面する、又は将来直面する可能性のあるコンプラ

イアンス（法令等の遵守をいう。以下同じ。）上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業

活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の

原則を定めることを目的とする。   

   

（基本方針）   

第２条  当法人に所属するすべての理事、監事、及び正職員・契約職員・非常勤職員・ボランテ

ィアスタッフ・インターンスタッフを含むすべての職員(以下、役職員という。)は、前条の倫理規

程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先す

る。   

     

（コンプライアンス担当部署・責任者）   

第３条  コンプライアンスを担当する部署は事務局として、責任者は事務局長とする。  

  

（コンプライアンス委員会）   

第４条  コンプライアンス委員会は、事務局長を委員長とし、外部有識者からの指導やアドバイス

を受ける。  

２  コンプライアンス委員会では、以下の項目を実施・公表する。 

(1) コンプライアンス施策の検討と実施   

(2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング   

(3) コンプライアンス違反事件についての原因の究明に向けた分析及び検討   

(4) コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定   

(5) 上記内容に関する公表 

(6) その他、委員長が諮問した事項   

３ コンプライアンス委員会は、外部の有識者等も参加し、コンプライアンス施策の検討を行

い、検討を行った内容をもとに担当部署が各種施策を実行する。   

 

（コンプライアンス委員会の開催）   



第５条  コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員長の招集により、毎年 1 回以上開催

する。   

２ 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。   

   

（コンプライアンス統括）   

第６条  事務局長は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画・推進及び統括を所管

し、コンプライアンス体制の実効性をあげるための方針や施策等を検討・実施する。   

２ 事務局長は、コンプライアンス施策の進捗状況その他コンプライアンスにかかわる事項を代

表理事またはコンプライアンス委員会に定期的かつ必要に応じて報告する。   

   

（コンプライアンス相談・通報窓口）  

第７条  事務局長は、コンプライアンス相談・通報窓口として、知識、人格、経験等を勘案して、窓

口担当者を選定する。但し、当法人は、窓口担当者の選定に加え又はこれに代え、コンプラ

イアンス相談・通報窓口を運営する能力のある法人又は個人に対し、同窓口運営業務を委託

することができる。  

２ 窓口担当者は、本規程により公益通報対応業務従事者（以下、「従事者」という） として指

定される。なお、当法人は、当該従事者に対し、従事者の地位に就くことが 当該者自身に

明らかとなる方法により伝達する。  

３ コンプライアンス相談・通報窓口は、次に掲げる相談又は通報に関する業務を行う。  

(1) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に 関

する法律第３０条の２で定める、職場において行われる優越的な関係を背景 とした言

動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の

就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応 じ、適切に対応する

ために必要な体制としての窓口業務（但し、相談に応じると は、当該労働者の主張す

る事実の聞き取りとこれに対する一般的な情報提供に限り、法的助言その他専門家が

為すべき個別具体的な情報提供又は助言を除く。）  

(2) 公益通報者保護法の定める公益通報対応業務のうち、公益通報を受ける業務  

(3) その他、役職員が、規範等に違反又は違反するおそれのある行為を発見した場合の

通報窓口業務 

４ コンプライアンス相談・通報窓口は、正当な理由がなく、前項各号の相談又は通報 によっ

て知り得た情報のうち、前項各号の相談又は通報をした者を特定できる情報について、コ

ンプライアンス相談・通報窓口外に漏らしてはならない。但し、特別の利害関係を有する構

成員が存在しないコンプライアンス委員会を除く。  



５ コンプライアンス相談・通報窓口は、相談又は通報を受けた場合、速やかに、相談又は通

報をした者に対し、事案番号の通知その他適切な方法を以て相談又は通報を受領した旨

を通知しなければならない。但し、相談又は通報をした者の連絡先が明らかな場合に限

る。  

６ コンプライアンス相談・通報窓口は、相談又は通報を受けた場合、次に掲げる順に優先し

て、相談又は通報があったことを報告する。 

(1) 事務局長（但し、コンプライアンス委員会に、特別の利害関係を有する構成員が存在しな

い場合に限る。）  

(2) 代表理事（但し、代表理事が特別の利害関係を有しない場合に限る。）  

(3) その他の理事（但し、当該理事が特別の利害関係を有しない場合に限る。）  

７ コンプライアンス相談・通報窓口は、前項の報告の後、その判断に基づき、相談又は通報

をした者に対し、対面又はテレビ会議等の手段で、詳細な事実の聞き取りを提案すること

ができる。  

８ コンプライアンス相談・通報窓口は、前項の聞き取りをした場合、第 6 項に掲げる順に優先

して、その聞き取り内容を報告しなければならない。但し、正当な理由がある場合はこの限

りでない。  

９ 報告を受けた者は、規範等に違反又は違反するおそれのある行為の存否を判断する為、

自ら又は役職員（但し、特別の利害関係を有しない者に限る。） をして、事実を調査するこ

とができる。  

１０ 役職員は、前項の調査に協力しなければならない。  

１１ 当法人は、第 10 項の調査を行う場合又は相談又は通報をした者から調査を求められてい

るにもかかわらず調査を行わない場合、コンプライアンス相談・通報窓口を通じて、相談又

は通報をした者に対し、その旨を通知しなければならない。  

１２ 当法人は、第 10 項の調査を終了した場合、コンプライアンス相談・通報窓口を通じて、相

談又は通報をした者に対し、その旨を通知しなければならない。  

１３  第 10 項の調査の結果、規範等の違反行為が明らかになった場合には、代表理事、事務

局長又は当該規範等違反行為に関連する部門の責任者は、速やかに是正措置（再発防

止措置を含む）等を講じ、当該規範等違反行為に関与した役職員に対して適切な処分等

を課さなければならない。  

１４ 前項の措置がとられた場合、当法人は、コンプライアンス相談・通報窓口を通じて、相談又

は通報をした者に対し、その旨を通知しなければならない。  

１５ 事務局長は、相談・通報の調査の結果及びそれに対する対応の概要（但し、相談又は通

報した者等の氏名を除く。）を、速やかに理事会において報告するとともに、再発防止及び

注意喚起に必要な限度において遅滞なくこれを内部周知するものとする。 



  

（不利益の禁止）   

第８条  当法人の役員及び職員等は、通報者の氏名等を知り得た場合、通報等の行為を理由と

して、通報者に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課への悪影響等、通報者に

対して不利益になることをしてはならない。   

  

（コンプライアンスのための教育）   

第９条  当法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員は当法

人の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。   

 

（相談・通報にかかる秘密保持）  

第１０条  コンプライアンス相談・通報窓口は、相談又は通報をした者が予め明示的に同意しない

限り、相談又は通報をした者の所属・氏名・連絡先に関する情報について、コンプライアンス

相談・通報窓口以外に共有しないものとする。但し、特別の利害関係を有する構成員が存在

しないコンプライアンス委員会を除く。  

２ 調査を担当する者は、調査協力者が予め明示的に同意しない限り、調査協力者の氏名・連

絡先に関する情報について、コンプライアンス相談・通報窓口及び調査担当者以外に共有し

ないものとする。  

３ 対象事案に関する調査により得られた情報は、コンプライアンス相談・通報窓口、調査担当

者、不正行為等の是正措置等の検討に関与する役職員並びに必要に応じて行政機関に限

り共有するものとする。  

４ 前項に定める場合のほか、コンプライアンス相談・通報窓口及びその報告を受けた者は、正

当な理由がない限り、対象事案に関する情報を開示してはならず、当該情報について秘密を

保持しなければならない。また、正当な理由がない限り、対象事案に関する情報を目的外に

使用してはならない。 

 

（改 廃）   

第１１条  この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。   

   

附 則   

この規程は、令和５年１１月１日から施行する。（令和５年１０月３０日理事会議決）   



事務局規程 
 

 

第１章 総 則 

(目 的) 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール（以下、当法人という。）

の事務処理の基準を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。 

 

第２章 組 織 

(事務局) 

第２条 事務局に、経営推進チーム、人事チーム、経理チーム、広報チーム、システムチームを置

く。 

２ 部局の分掌は、別紙の「業務の分掌」に定める。 

 

第３章 職 制 

(職員等) 

第３条 事務局には、次に掲げる職員を置くことができる。 

(1) 事務局長 

２ 事務局長は、前項に規定する職制のほか、必要に応じて職員の職務を設けることができる。 

 

第４章 職 責 

(職員の職務) 

第４条 事務局長は、代表理事の命を受けて、事務局の事務を統括する。 

 

(職員の任免及び職務の指定) 

第５条 職員の任免は、代表理事が行う。  

２  職員の職務は、代表理事が指定する。 

 

第５章 事務処理 

(文書による処理) 

第６条 事務の処理は、文書または、電磁的記録によって行うことを原則とする。 

 

(事務の決裁) 

第７条 事務は、原則として担当者が文書または、電磁的記録によって立案し、上級者及び事務局長

を経て、別途定める「権限規程」に規定する決裁権者（以下、決裁権者という。）の決裁を

受けて実施する。 

２ 前項の規定は、事業の開始・途中変更・終了をする際にも適用する。 

 

(緊急を要する事務の決裁) 

第８条 緊急を要する事務で重要でないものは、事務局長の決裁によって処理することができる。た



だし、この場合においては、事務局長は遅滞なく決裁権者の承認を得なければならない。 

 

(代理決裁) 

第９条 代表理事が出張等により不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決

裁文書は、代表理事があらかじめ指定する者が決裁することができる。 

２ 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに代表理事に報告しなければならない。 

 

(規程外の対応) 

第１０条 規程以外の事務局に関する事項で、公印及び文書に関する事項は、別に「印章取扱規程」

及び「文書管理規程」に定める。 

 

(細 則) 

第１１条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるもの

とする。 

 

(改 廃) 

第１２条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和５年１１月１日より施行する。（令和５年１０月３０日理事会議決） 

 

 

  



（別紙）業務の分掌 

 

事務局規程 

部局 分掌事務 

経営推進チーム ① 理事会に属すること 

② 事業計画及び事業報告に関すること 

③ 登記・諸届に関すること 

④ 規程類の制定・改廃に関すること 

⑤ コンプライアンス及びリスク管理関係（コンプライアンス委

員会の運営を含む） 

⑥ その他特命事項 

人事チーム ⑦ 役職員の人事・労務及び福利厚生に関すること 

経理チーム ⑧ 財務及び会計に関すること 

⑨ 事務所の賃貸借及び火災保険に関すること 

広報チーム ⑩ 寄附・寄附者・会員管理に関すること（寄附金・会費の事務に

関することを含む） 

システムチーム ⑪ システム設計・構築・及び運用に関すること 

 

 

 



文書管理規程 

（目的） 

第１条 この規程は、事務局規程第 10 条の規定に基づき、特定非営利活動法人放課後NPOア

フタースクール（以下、当法人という。）における文書の取扱いを定め、事務を正

確かつ効率的に処理することを目的とする。 

 

（文書の定義） 

第２条 この規程において、文書とは図書類を除く業務上取扱うすべての文書（コンピュー

ターファイル等を含む、以下同じ）であって、一定期間保存を要するものをいう。 

 

（事務処理の原則） 

第３条 当法人の事務は、原則として文書により処理するものとする。 

２ 文書によらないで処理した場合、必要に応じて直ちに文書を作成し、事後に支障の

ないようにしなければならない。 

 

（取扱いの原則） 

第４条 文書の取扱いは、責任を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、常に整理し、

その所在を明らかにしておかなければならない。 

１ コンピューターファイル等で作成した文書は、適切なファイル名を付して、当法

人のサーバーに保存しなければならない。 

 

（文書管理担当者） 

第５条 文書の受付、配布、回付または整理保存等を行わせるため、当法人内に文書管理担当

者を置く。 

 

（決裁手続き） 

第６条 文書の起案は、事務局規程で定めるそれぞれの部局において行うものとする。 

２ 起案文書は、別途定める決裁権限規程に定める決裁権者の決裁を受けるものとする。 

３ 文書の起案者及び決裁者は、当該文書に押印等して、責任の所在を明確にするもの

とする。 

４ 電磁的方法により文書の起案及び決裁を行う場合は、使用するコンピューターシス

テム内で、起案者及び決裁者が特定できるようにするものとする。 



 

（整理及び保管） 

第７条 文書の整理保管は、原則として当該文書担当部署において行う。 

 

（保存期間） 

第８条 文書の保存期間は、別表１の文書保存期間基準表による。ただし、関係法規により保

存年限が定められている文書は、当該法規による。 

２ 前項の保存期間は、会計帳簿・証憑書類・税務申告書類については会計期間終了時、

契約書については契約期間終了時、その他の文書については作成時から起算する。 

 

（保存方法） 

第９条 一定の事務処理を終えた文書はすみやかに編綴するものする。編綴は会計年度ごとに

行うものとし、文書名・保存期間・保存の始期および終期・その他文書保存に必要な

事項を明記し、保存しなければならない。 

２ コンピューターファイル等の文書は、サーバー内に適切なフォルダ名と会計年度を

明記したフォルダを作成し、会計年度ごとに保存しなければならない。 

 

（機密文書の保管） 

第１０条 機密事項の記載された文書は、指定された場所に保管し、施錠して保管しておかな

ければならない。 

２ サーバー内に保存された、機密事項の記載されたコンピューターファイル等の文書 

は、関係者以外がアクセスできないようパスワード等を付して保管しなければなら

ない。 

 

（廃棄） 

第１１条 保存期間を経過した文書は廃棄する。ただし、代表理事や事務局長等が引続き保

存する必要があると認めたものはこの限りではない。 

 

（規程の改廃） 

第１２条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則 

この規程は、令和５年１１月１日から施行する。（令和５年１０月３０日理事会議決） 

 

 

 

 

 



 

別表１ 文書保存期間基準表 

保存期間 分類 文書の種類 根拠法令他 

永久 法人 （税額控除に係る証明書） 

重要な承認、届出、報告書等に関する文書 

行政庁等による検査または命令に関する文

書定款、設立趣意書、規程等に関する文書 

重要な報告書 

 

財産契約 計算書類等（貸借対照表・財産目録、事業報

告、監査報告、附属明細書） 

寄附金に係る情報 

効力の永続する契約に関する文書 

（一般法 10 年） 

（会社法 10 年） 

事業運営 事業計画書・収支予算書  

人事労務 重要な人事に関する文書

職員との協定書 

 

１０年 法人 行政庁等からの重要な文書 

理事会・総会等の開催に関する文書

理事会・総会等の議事録 

登記に関する文書専門員会等に関する文書 

会員の入退会、会費等の入金等に関する文

書役員名簿、役員の兼務に関する書類 

役員の就任、報酬等に関する文書 

伺書（永久とされる文書を除く） 

 

 

 

（一般法 10 年） 

７年 財産契約 会計帳簿、会計伝票

証憑書類 

満期又は解約となった契約に関する文書 

（経理規程 ７ 年） 

（経理規程 ７ 年） 

５年 事業運営 実施事業に関する企画書・報告書 

実施事業の資金提供者向け報告書 

 

人事労務 役職員の採用・退職・賞罰に関する文書 

職員名簿、履歴書、住民票記載事項証明

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

等雇用保険被保険者関係届出事務等処理

簿賃金台帳 

労働者名簿、採用・解雇・退職に関する書

類労災保険に関する書類 

労働保険の徴収・納付等の書類 

健康保険・厚生年金保険に関する書類

雇用保険に関する書類 

 

 

（雇保規４年） 

（雇保規４年） 

（労基法 3 年） 

（労基法 3 年） 

（労災規 3 年） 

（徴収規 3 年） 

（健保規 2 年） 

（雇保規 2 年） 

１年 法人 業務遂行に必要なその他の軽微な文書

住所・姓名変更届 

 

人事労務 出勤簿、休暇・遅刻・欠勤・早退届け 

身分証明書 

 

 



情報公開規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール（以下、当法人とい

う。）が、その活動状況、運営内容及び財務状況等を積極的に公開するために必要な

事項を定めることにより、当法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。 

 

（法人の責務） 

第２条 当法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開

することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されること

のないよう最大限の配慮をしなければならない。 

 

（利用者の責務) 

第３条 第６条に規定する情報公開の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これによっ

て得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権

利を侵害することのないよう努めなければならない。 

 

（情報公開の方法） 

第４条 当法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、インターネットの方法により行

うものとする。 

 

（公 告) 

第５条 当法人は、定款、事業計画、事業報告、財務諸表等について、公告を行うものと

する。 

 

（書類の事務所備え置き） 

第６条 当法人は、法令の規定に従い、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有す

る者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。 

 

（閲覧場所及び閲覧日時） 

第７条 当法人の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、主たる事務所とする。 

２ 閲覧の日は、当法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間のうち午前 10 時か

ら午後５時までとする。ただし、当法人は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対

し、閲覧日時を指定することができる。 



 

（閲覧等に関する事務） 

第８条 閲覧希望者から別表１に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次により取

り扱うものとする。 

(1) 様式１に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。 

(2) 閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式２に定める閲覧受付簿に必要事項を記

載し、閲覧に供する。 

(3) 閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、実費負担を

求め、これに応じる。 

２ 閲覧による書類の公開にあっては、当該書類の保存に支障を生じるおそれがあると認

めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。 

 

（インターネットによる情報公開） 

第９条  当法人は、第４条ないし第６条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に

対しインターネットによる情報公開を行うものとする。 

２ 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は代表理事が定める。 

 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は代表理事が理事会

の決議を経てこれを定める。 

 

（改 廃） 

第１１条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和５年１１月１日より施行する。（令和５年１０月３０日理事会議決） 

 

別表１ 

対象書類等の名称 据置期間 

１ 定 款  永久 

２ 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記 

載した書類 

５年 

３ 計算書類等（各事業年度の計算書類：貸借対照表、活動計算書・

事業報告書・付属明細書）監査報告書 

５年 



４ (1) 財産目録 

(2) 役員等名簿（*1） 

(3) 役員の報酬並びに費用に関する規程 

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する

数値のうち重要なものを記した書類 

５年 

５ 寄附等による受入れ財産・資金管理簿 ５年 

６ 総会議事録 ５年 

７ 理事会議事録 ５年 

８ 会計帳簿（*2） ７年 

（＊1）理事、監事 

閲覧請求には個人の住所は除外可 

（＊2）正会員または裁判所の許可を得た債権者 



様式１ 

閲 覧（謄 写）申 請 書 

特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクール代事理事殿 

申請年月日： 

申請者： 

申請者住所： 

電話番号： 

 

以下のとおり、 閲覧 ・ 謄写 を申請いたします（該当するものを○で囲んで下さい）  

 

なお、私（申請者）は、下記の目的に従って閲覧等をした書類から得た情報を、そ

の目的に即して適正に使用するとともに、その情報によってみだりに第三者の権利を

侵害しないことを誓います。  

 

１ 閲覧等の希望日   

 

２ 閲覧等の対象書類（別表より番号を選択）  

 

３ 閲覧等の目的 

 

 

閲覧対象書類（該当するものを○で囲んで下さい。） 

１．定 款 

２．事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 

３．事業報告書・計算書類及び付属明細書・運営組織及び事業活動の状況の概要及び

これらに関する数値のうち重要なものを記した書類 

４．監査報告書 

５．財産目録 

６．役員等名簿 

７．役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 

８．特定費用準備資金算定根拠 

９．特定財産の改良・保有資金の明細 

10. 寄附等による財産・資金で公布者の定めた使途に充てるものの明細 

11. 議事録（理事会･総会） 

12. 上記以外の書類（ ） 

(以下の書類は、正会員・債権者に限り閲覧・謄写ができます。) 

13．会計帳簿 

 



様式２ 

閲 覧 受 付 簿 

 

受付番号 受付年月日 申込人の住所・氏名 担当者名 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



リスク管理規程 

 
第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール（以下、当法人という。）

におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及び当法人の損

失の最小化を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、当法人に所属するすべての理事、監事、及び正職員・契約職員・パートタ

イム職員・ボランティアスタッフ・インターンスタッフを含むすべての職員（以下、役職

員という。）に適用されるものとする。 

 

（定 義） 

第３条 この規程において「リスク」とは、当法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は

不利益を生じさせるすべての可能性を、また「具体的リスク」とは、リスクが具現化した

事象を指し、次の事象等をいう。 

(1) 信用の危機 不全な公益活動や欠陥のある情報の提供等によるイメージの低下 

(2) 財政上の危機 収入の減少、費用の増大や資金の運用の失敗等による財政の悪化 

(3) 人的危機 労使関係の悪化や役員間の内紛や代表者の承継問題等 

(4) 外部からの危機 自然災害や事故、インフルエンザ等の感染症及び反社会的勢力か

らの不法な攻撃等 

(5) その他上記に準ずる緊急事態 

２ 前項の具体的リスクのうち、情報システムに係るものについては、理事会が別途

定める規程によるものとする。 

 

第２章 役職員の責務 

 

（代表理事） 

第４条 代表理事は、リスク管理を経営の基本方針の１つとし、リスク管理体制の整備及び維持

向上に努める。 

 

（役職員） 

第５条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款及び当法人の定める規程など、リスク管

理に関するルールを遵守しなければならない。 



 

（リスクに関する措置） 

第６条 役職員は、業務の遂行に当たって、具体的リスクを積極的に予見し、適切に評価すると

ともに、当法人にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び

移転その他必要な措置を事前に講じなければならない。 

２ 役職員は、業務上の意思決定を求めるに当たっては、上位者に対し当該業務にお

いて予見される具体的リスクを進んで明らかにするとともに、これを処理するた

めの措置について具申しなければならない。 

 

（具体的リスク発生時の対応） 

第７条 役職員は、具体的リスクが発生した場合には、これに伴い生じる当法人の損失又は不利

益を最小化するため、必要と認められる範囲内の初期対応を十分な注意をもって行う。 

２ 役職員は、具体的リスク発生後、速やかに上位者に必要な報告をするとともに、

その後の処理については、上位者の指示に従い、関係する役職員と協議を行う。 

３ 役職員は、具体的リスクに起因する新たなリスクに備え、前条の措置を講ずる。 

 

（具体的リスクの処理後の報告） 

第８条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録

を作成し、代表理事に報告しなければならない。 

 

（理事会の役割） 

第９条 理事会は、常に当法人の活動を俯瞰し、リスク管理に関し必要な事項を審議・検討する

とともに、リスク管理に関し必要な事項を理事会に附議する。 

 

（クレームなどへの対応） 

第１０条 役職員は、口頭又は文書により会員・取引先・顧客などからクレーム・異議などを受

けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることを意識し、

直ちに上位者に報告し、指示を受ける。 

２ 上位者は、クレーム・異議などの重要度を判断し、関係する役職員と協議の上、

対応しなければならない。 

 

（対外文書の作成） 

第１１条 役職員は、対外文書の作成については常にリスク管理を意識し、上位者の指示に従う

とともに、その内容が第３条第１項第１号の信用の危機を招くものでないことを確認

しなければならない。 



（守秘義務） 

第１２条 役職員は、この規程に基づく当法人のリスク管理に関する計画・システム・措置など

を立案・実施する過程において知り得た当法人及びその他の関係者に関する秘密につ

いては、社内外を問わず漏えいしてはならない。 

 

第３章 緊急事態への対応 

 

（緊急事態への対応） 

第１３条 第３条第１項第４号の外部からの危機による具体的リスク等が発生し、当法人をあげ

た対応が必要である場合（以下、緊急事態という。）は、代表理事をリスク管理統括

責任者とする緊急事態対応体制をとるものとする。 

 

（緊急事態の範囲） 

第１４条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事件によって、当法人及びその事

業所、又は役職員等にもたらされた急迫の事態をいう。 

(1) 自然災害 

① 地震、風水害などの災害 

(2) 事 故 

① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故 

② 当法人の公益活動に起因する重大な事故 

③ 役職員にかかる重大な人身事故 

(3) インフルエンザ等の感染症 

(4) 犯 罪 

① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝等並びに脅迫状の受領などの外部からの不法な攻撃 

② 当法人の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調査 

③ 役職員による背任、横領、暴力行為、情報漏洩等の不祥事 

(5) その他上記に準ずる経営上の緊急事態 

 

（緊急事態の通報） 

第１５条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに事務局長もしくは危機管理委員会へ通

報しなければならない。 

２ 事務局長は、出張等で事務所を不在にする場合、自らに代わる緊急事態の通報先

をあらかじめ指定しておかなければならない。 

３ 通報に当たっては、迅速さを優先する。通報には原則電話を使用する。もし電話

がつながらない状況であれば、メール等の手段で通報し、その後通報が到達した

かどうかを必ず確認する。 

４ 事務局長（または事務局長不在時に代わって通報先に指定された者）もしくは危

機管理委員会は、通報された内容につき、代表理事に報告する。 



５ 正確な情報を待つために通報が遅れるようなことがあってはならない。そのよう

な場合は、情報の正確度を付し、適時中間通報を行うことを要する。 

 

（情報管理） 

第１６条 緊急事態発生の通報を受けた事務局長もしくは危機管理委員会は、情報管理上の適切

な指示を行う。 

 

（通報者の保護等） 

第１７条 通報者は必ず実名でなくてはならない。匿名の通報は受付けない。但し、当法人は、

通報者の同意がある場合を除き、通報者を特定しうる情報（以下、通報者情報とい

う。）を第三者に開示せず、相談・通報に関するすべての情報を厳正に管理し、通報

者が相談・通報したことにより、不利益を被ることが決してないよう、対処しなけれ

ばならない。 

 

（緊急事態発生時の対応の基本方針） 

第１８条 緊急事態発生時においては、事務局長もしくは危機管理委員会の指揮の下、次の各号

に定める基本方針に従い、対応することとする。ただし、次条に定める緊急事態対策

チームが設置される場合は、同室の指示に従い、協力して対応することとする。 

(1) 地震、風水害等の自然災害 

① 人命救助を優先とする。 

② (必要に応じ)官公署へ連絡する。 

③ 災害対策の強化を図る。 

(2) 事 故 

① 爆発、火災、建物倒壊等の重大事故 

・人命救助と環境破壊防止を優先とする。 

・(必要に応じ)官公署へ連絡する。 

・事故の再発防止を図る。 

② 当法人の公益活動に起因する重大事故 

・顧客、関係者の安全を優先とする。 

・(必要に応じ)官公署へ連絡する。 

・事故の再発防止を図る。 

③ 役職員等にかかる重大人身事故 

・人命救助を優先とする。 

・(必要に応じ)官公署へ連絡する。 

・事故の再発防止を図る。 

(3) インフルエンザ等の感染症 

・人命救助と伝染防止を優先とする。 

・(必要に応じ)官公署へ連絡する。 

・予防並びに再発防止を図る。 



(4) 犯 罪 

① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫などの外部からの不法な攻撃 

・人命救助を優先とする。 

・不当な要求に屈せず、警察と協力して対処する。 

・再発防止を図る。 

② 当法人の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調査 

・真実を明らかにする。 

・再発防止を図る。 

③ 役職員による背任、横領、暴力行為、情報漏洩等の犯罪及び不祥事 

・真実を明らかにする。 

・(必要に応じ)官公署へ連絡する。 

・再発防止を図る。 

(5) その他上記に準ずる経営上の緊急事態 

① 緊急事態に応じ上記に準じた対応をする。 

 

（危機管理委員会） 

第１９条 当法人の事業運営に重大な影響があると想定される緊急事態が発生した場合又は

その発生が予想される場合、代表理事は危機管理委員会内に対応チーム（以下

「対策チーム」という。）を設置し、緊急事態への対応にあたるものとする。 

 

（対策チームの構成） 

第２０条 対策チームは、代表理事をリーダーとしてその他事務局長、危機管理委員会メ

ンバー等、代表理事が必要と認める人員で構成される。 

２ 対策チーム会議は、招集後直ちに、出席可能な者の出席により開催する。 

 

（対策チームの実施事項） 

第２１条 対策チームの実施事項は、次のとおりとする。 

(1) 情報の収集・確認・分析 

(2) 応急処置の決定・指示 

(3) 原因の究明及び対策基本方針の決定 

(4) 対外広報、対外連絡の内容、時期、窓口、方法の決定 

(5) 対社内連絡の内容、時期、方法の決定 

(6) 対策チームからの指示、連絡ができないときの代替措置の決定 

(7) 対策実施上の分担等の決定、及び対策実行の指示並びに実行の確認 

(8) その他、必要事項の決定 

 

（役職員への指示・命令） 

第２２条 対策チームは、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職

員に対して一定の行動を指示・命令することができる。 



２  役職員は、対策チームから指示・命令が出されたときは、その指示・命令に従っ

て行動しなければならない。 

 

（調査チームの設置） 

第２３条 対策チームは、原因究明と再発防止のため、関係する役職員、外部の専門家から

なる調査チームを設置することができる。 

 

（報道機関への対応） 

第２４条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態の解

決に支障を来たさない範囲において、取材に応じる。 

２ 報道機関への対応は、事務局長の職務とする。 

 

（届 出） 

第２５条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、正確、かつ

迅速に所管官公庁に届け出る。 

２ 所管官公庁への届出は、事務局長がこれを行う。 

３ 事務局長は、所管官公庁への届出の内容について、予め代表理事の承認を得なけ

ればならない。 

 

(是正措置) 

第２６条 対策チームは、是正措置及び再発防止等を講じる必要がある場合、関係役職員

に対して、代表理事名にて是正措置命令を発出する。 

２ 是正措置命令を受けた役職員は、遅滞なく必要な対策、措置等を講じ、その実施

状況を記載した報告書を代表理事へ提出する。 

 

（理事会への報告） 

第２７条 対策チームは、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事

項を報告しなければならない。 

(1) 実施内容 

(2) 実施に至る経緯 

(3) 実施に要した費用 

(4) 懲罰の有無及びあった場合はその内容 

(5) 今後の対策方針 

 

（対策チームの解散） 

第２８条 緊急事態が解決し、かつ再発防止策が効力を発揮したとき、対策チームを解散す

る。 

 



第４章 懲戒等 

（懲 戒） 

第２９条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。 

(1) 具体的リスクの発生に意図的に関与した者 

(2) 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に

講じなかった者 

(3) 具体的リスクの解決について、当法人の指示・命令に従わなかった者 

(4) 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、当法人の許可なく外部に漏ら

した者 

(5) その他、具体的リスクの予防、発生、解決等において当法人に不都合な行為を行った

者 

 

（懲戒の内容） 

第３０条 前条の懲戒処分の内容は、役員（監事を除く。以下本条及び次条において同じ。）

又は職員の情状により次のとおりとする。 

(1) 役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による報酬減額を妨げ

ない。また、理事会の決議により、その情状に関する情報を役員等候補選出委員会に提

供することができる。 

(2) 職員については、就業規則に従い戒告、減給、諭旨退職、又は懲戒解雇とする。 

 

（懲戒処分の決定） 

第３１条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については代表理事

がこれを行う。 

 

第５章 雑 則 

 

（改 廃） 

第３２条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和５年１１月１日から施行する。（令和５年１０月３０日理事会議決） 



 

経理規程 

 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は､特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール（以下、当法人という。）の業務遂

行を伴う諸取引を正確かつ迅速に処理し、財政状態及び経営成績に関し、真実かつ正確な報告を提

供するとともに、経営活動の計数的把握を通じて、経営活動の効率的運営を推進することを目

的とする｡ 

 

（適用） 

第２条 当法人の財務経理事務の処理は、この規程に定めるところによる。 

 

（財務経理事務の範囲） 

第３条 この規程は、次に掲げる財務経理関係事項について適用する。 

（１） 会計帳簿及び帳票に関する事項 

（２） 金銭出納に関する事項 

（３） 決算に関する事項 

（４） 税務会計に関する事項 

 

（会計年度） 

第４条 当法人の会計年度は､定款の定める事業年度に従い、毎年 4 月 1 日より翌年 3 月31日まで

とする｡ 

 

（会計単位） 

第５条 当法人の財務経理は、原則として法人で統一とする。 

 

（区分・部門別管理） 

第６条 当法人の活動計算は、法令及び定款に従い区分管理を行い、必要に応じて部門別 

の管理を行う。 
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（担当部署） 

第７条 財務経理事務は経理チームが行う。 

 

（責任者） 

第８条 財務経理総括責任者は､事務局長とする。 

 

 

（担当者） 

第９条 財務事務及び経理事務は、経理チーム所属の職員が遂行する。財務事務担当者及び経理事

務担当者は、職制に基づいて定める。必要に応じて財務事務及び経理事務を社外に委託す

ることができるが、その判断・承認は事務局長が行い、その責任は事務局長にあるものと

する。 

  ２ 財務事務担当者及び経理事務担当者は、財務経理総括責任者の指示のもとに、この規程の

定めるところに従い、財務事務及び経理事務を遂行する。 

 

（機密保持） 

第１０条 財務経理事務を通じて知り得た当法人の機密に関する事項は、法令又は代表理事の許可

なくして漏らしてはならない。 

 

 

第２章 会計帳簿及び帳票 

 

（原則） 

第１１条 当法人の取引は、全て適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に帳簿及び伝票に記録、

整理しなければならない。 

 

（勘定科目） 

第１２条 当法人の勘定科目及びその配列は、NPO法人会計基準及び一般に公正妥当と認められる

会計慣行を斟酌して決定する。 

 

（会計伝票） 

第１３条 すべての取引は、原則として会計帳簿に記録に残す。会計帳簿は、電磁的記録による方

法、紙による方法どちらかの方法によって作成する。 

 

（会計帳簿） 

第１４条 当法人の会計帳簿は次のとおりとする。 
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（１）総勘定元帳 

（２）補助元帳 

（３）残高試算表 

 

第３章 金銭出納 

 

（範囲） 

第１５条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。 

 

（出納担当部署） 

第１６条 金銭の出納は原則として経理チームがこの責任を負う。経理責任者の判断で、金銭の出

納の業務を、社内及び社外の者に委任することができる。 

 

（出納責任者） 

第１７条 金銭の出納責任者は、経理チーム長とする。 

 

（出納担当者） 

第１８条 出納担当者は、出納責任者が担当者を定める。必要に応じて出納事務を社外に委託する

ことができるが、その責任は経理チームにあるものとする。 

 

（間接入金） 

第１９条 金銭の出納は、出納担当者が行うこととし、出納担当者以外の者が金銭を受領した場合

には、すみやかにこれを出納担当者に引き渡さなければならない。 

 

（領収書） 

第２０条 金銭を収納した場合には、原則として領収書を作成して交付する。 

 

（収納） 

第２１条 収納した金銭は、すみやかに銀行口座へ入金させるものとする。 

   ２ 金銭の収納に用いる口座は、経理チームが管理するものとする。 

 

（支払基準） 

第２２条 商品、物品及び用役、サービス等の支払いは、契約書等で定められた支払条件によるも

のとする。 
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     ２ 契約書等で定められた支払条件がない場合、当法人の支払いは原則として月末締め翌月

末日銀行振込払いとし、その旨、取引先の理解を得るものとする。 

 

（支払の依頼） 

第２３条 金銭の支払いに際しては、各業務担当者は、請求その他取引を証する証憑に基づいて、

規定された者の承認を得て、経理チームに支払いを依頼するものとする。 

 

 

第４章 決算 

 

（責任者） 

第２４条 決算責任者は、財務経理総括責任者とする。 

 

（予算） 

第２５条 財務経理総括責任者は、事業計画及び予算を作成する責任者とする。 

 

（決算諸表） 

第２６条 期末決算においては、以下の決算諸表を作成する。 

（１） 事業報告書 

（２） 貸借対照表 

（３） 活動計算書 

（４） 財産目録 

（５） その他法令等に定められた書類 

 

（決算報告） 

第２７条 財務経理総括責任者は、毎期末の決算諸表を取りまとめ、代表理事に提出する。 

 

 

第５章 税務会計 

 

（税務の基本原則） 

第２８条 税務の処理に当たっては、税務関係法令を適正に解釈し、適正額による申告及び納税を

行わなければならない。 
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(税務申告) 

第２９条 税務申告は、財務経理総括責任者がこれを取りまとめ、代表理事の承認を得て行う。 

 

（改 廃） 

第３０条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和５年１１月１日より施行する。（令和５年１０月３０日理事会議決） 

 



社外秘 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 

放課後ＮＰＯアフタースクール 
 

 

常勤職員賃金規程 
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常勤職員賃金規程 

 

第１章  総  則 

（目的） 

第１条 この規程は、就業規則（以下「規則」という。）第６０条に基づき常勤職員の賃金

に関する事項を規定する。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、規則第２条に定める常勤職員に適用する。 

 

（賃金の構成） 

第３条 賃金の構成は次のとおりとする。 

（１）基本給 

（２）諸手当 

①通勤交通費 

②役職手当 

③住宅手当 

④危機管理手当 

⑤役割変更差額補填 

⑥固定残業手当 

（３）割増賃金 

①時間外労働割増賃金 

②休日労働割増賃金 

③深夜労働割増賃金 

 

（基準内賃金） 

第４条 第３条に規定されている項目のうち、基準内賃金は次のものをいう。 

（１）基本給 

（２）役職手当 

（３）住宅手当 

（４）危機管理手当 

（５）役割変更差額補填 

（６）調整手当 

 

(基準外賃金) 

第５条 第３条に規定されている項目のうち、基準外賃金は次のものをいう。 
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（１）通勤交通費 

（２）時間外労働割増賃金 

（３）休日労働割増賃金 

（４）深夜労働割増賃金 

（５）固定残業代手当 

 

 

第２章 賃金計算及び支払方法 

 

（計算期間） 

第６条 賃金の計算期間は、毎月 1日から月末までを 1ヶ月として計算する。 

 

（賃金の支払日） 

第７条 賃金の支払日は、毎月２５日とし、当月分を払うものとする。ただし、支払日が休

日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払うものとする。 

２．時間外労働割増賃金（実勤務により固定残業代を上回る時間外労働割増賃金を含

む）、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金及び第１４条に規定する欠勤等の控除

は原則翌月給与にて清算する。ただし、弊団体が特別に判断した場合は当月給与に

て清算することもある。 

 

（臨時の支給） 

第８条 本人が退職又は解雇されたときは、本人又は権利者の請求のあった日から７日以 

内に賃金を支払う。 

 

（賃金の支払方法） 

第９条 賃金は、原則として直接本人が指定した本人名義の金融機関の預金口座へ振込み 

によって支払うものとする。 

 

（休職期間中の賃金） 

第１０条 規則第４３条により休職を命ぜられたときの賃金は原則無給とする。（育児休業、 

介護休業を含む） 

    ２．休職開始、終了月に勤務日が 1日以上ある場合、基本給は日割計算した金額を支

給する。固定残業代手当、その他別途定めるもので必要と判断した手当は満額を

支給する。 
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（賃金の控除） 

第１１条 次に掲げるものは、賃金から控除する。 

（１）源泉所得税、住民税 

（２）健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料 

（３）その他、従業員代表との書面協定により賃金から控除することとしたもの 

（４）個別に同意したもの 

 

（賃金の日割計算） 

第１２条 賃金計算期間の途中において、雇い入れ又は退職した場合の賃金は次の計算に

より支給とする。 

 

日割計算の額＝                  × 賃金計算期間における 

                             労働日数 

 

（計算の端数処理） 

第１３条 給与計算のおいて生じる端数の処理は、支給項目については小数点以下切り上 

げ、欠勤控除、遅刻早退控除金額については小数点以下切り下げとする。 

 

（欠勤等の扱い）  

第１４条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出（弊団体が指定していない研修等を含む）等によ

る不就労の場合は、その相当額を支給しない。 

 

（年次有給休暇の賃金） 

第１５条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を 

支給する。 

 

第３章  基本給 

（基本給）  

第１６条 基本給は、各人の職務の内容、能力、経験等を考慮の上、各人ごとに労働契約に 

定め支給する。 

 

（改定）  

第１７条 賃金の改定については、原則として毎年４月（４月に入職した者については翌年

以降の４月を意味する。）に行う。 

２．前項のほか、特別に必要があるときは、臨時に賃金の改定を行うことがある。  

３．第１項の見直しは、基本給について行い、弊団体の業績、個人の勤務成績（能力・ 

基準内賃金 

 １ヶ月あたりの平均所定労働日数 
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成果・勤務態度等）を評価して各人ごとに決定する。なお、見直しの結果、賃金改定 

しないこともある。 

４．弊団体の業績の著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合には昇給対象 

  者についても賃金改定をしない（又は減額）することがある。 

 

第４章  諸手当 

（固定残業代手当） 

第１８条 固定残業代手当は、所定労働時間を越えて労働した分の時間外労働割増賃金と

して、固定的に支給する。なお、時間外労働時間数及び手当額は個別に定めるも

のとする。 

２．固定残業代手当は、一賃金計算期間において、第１９条により計算した時間外労 

  働割増賃金が固定残業代手当を上回る場合はその差額を支給する。 

 

（割増賃金）  

第１９条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。ただし、就業規則第２７条（適

用除外）に該当する者は、次の時間外、休日に関する割増賃金は適用しない。 

（１） 時間外労働割増賃金（所定労働時間を超えて労働させた場合）  

① 時間外労働 60時間以内 

基準内賃金÷１ヶ月の平均所定労働時間×１．２５×時間外勤務時間数 

② 時間外労働 60時間超 

基準内賃金÷１ヶ月の平均所定労働時間×１．５０×時間外勤務時間数 

 

（２）休日労働割増賃金（法定の休日に労働させた場合） 

基準内賃金÷１ヶ月の平均所定労働時間×１．３５×休日勤務時間数 

（３） 深夜労働割増賃金（午後１０時から午前５時までの間に労働させた場合） 

基準内賃金÷１ヶ月の平均所定労働時間×０．２５×深夜勤務時間数 

 

（通勤交通費）  

第２０条 通勤交通費に関しては、別に定める通勤交通費支給規程による。 

 

（月平均所定労働時間及び月平均所定労働日数） 

第２１条 月平均所定労働時間は次の算式により算定する。 

（３６５日－年間所定休日数）×１日あたりの所定労働時間÷１２ヶ月 

 

２．月平均所定労働日数は次の計算式により算定する。 

（３６５日－年間所定休日数）÷１２ヶ月 
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（役割手当） 

第２２条 役割に応じた手当を支給する。対象の役職、金額については個別に定める 

 

（住宅手当） 

第２３条 社会人歴５年目までの、一人暮らしをしているスタッフを対象に支給する。対象

者、金額については個別に定める。 

 

（危機管理手当） 

第２４条 リスク管理体制の構築を担う危機管理チームに属する場合に支給する。金額に

ついては個別に定める。 

 

（役割変更差額補填） 

第２５条 弊団体の都合で役割を変更し基本給が下がった場合、一定割合を変更後２年間

差額支給する。対象者、金額については個別に定める。 

 

（調整手当） 

第２６条 前各条に定める諸手当以外に、弊団体が必要と認めたものについては、対象者、

支給額、支給期間を弊団体が定めて支給することがある。 

 

 

（附  則） 

この規程は、平成３０年４月１日より施行する。 

この規程は、令和４年４月１日より施行する。 

この規程は、令和５年４月１日より施行する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 

放課後ＮＰＯアフタースクール 

 

非常勤職員賃金規程 
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非常勤職員賃金規程 

 

第１章  総 則 

 

（目的）  

第１条 この規程は、就業規則（以下「規則」という。）第６０条に基づき非常勤職員の賃

金に関する事項を規定する。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、規則第２条に定める非常勤職員に適用する。 

 

（賃金の構成） 

第３条 賃金の構成は次のとおりとする。 

 （１） 基本給 

（２） 諸手当 

①通勤交通費 

②その他手当 

（３） 割増賃金 

①時間外労働割増賃金 

②休日労働割増賃金 

③深夜労働割増賃金 

 

（賃金の形態）  

第４条 賃金の支払形態は、時間給制とする。 

  ２．前項にかかわらず、弊団体は必要に応じて個別の契約により賃金を決定すること 

がある。 

 

（基準内賃金） 

第５条 第３条に規定されている項目のうち、基準内賃金は次のものをいう。 

    （１）基本給 

 

（基準外賃金） 

第６条 第３条に規定されている項目のうち、基準外賃金は次のものをいう。 

（１）通勤交通費 

（２）時間外労働割増賃金 

（３）休日労働割増賃金 

（４）深夜労働割増賃金 
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             第２章 賃金計算及び支払方法 

 

（計算期間） 

第７条 賃金の計算期間は、毎月１日から月末までを１ヶ月として計算する。 

 

（賃金の支払日）  

第８条 賃金の支払日は、毎月２５日とし、前月分を払うものとする。ただし、支払日が休

日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払うものとする。 

２．前項にかかわらず、本人が退職又は解雇されたときは、本人又は権利者の請求のあ 

った日から７日以内に賃金を支払う。 

 

（賃金の支払方法）  

第９条 賃金は、原則として直接本人が指定した本人名義の金融機関の預金口座へ振込み 

によって支払うものとする。 

 

（賃金の控除）  

第１０条 次に掲げるものは、賃金から控除する。 

（１）源泉所得税、住民税 

（２）健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料 

（３）その他、従業員代表との書面協定により賃金から控除することとしたもの 

（４）個別に同意したもの 

なお、第２号については社会保険、雇用保険の被保険者の場合に適用する。 

 

（計算の端数処理） 

第１１条 給与計算において生じる端数の処理は、支給項目については小数点以下切り上 

げ、前条の控除金額については、小数点以下切り下げとする。 

 

（欠勤等の扱い）  

第１２条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出（弊団体が指定していない研修等を含む）等に 

よる不就労の場合は、その相当額を支給しない 

 

（年次有給休暇の賃金）  

第１３条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を 

     支給する。尚、各人の所定労働時間は次の算式により計算するものとする。 

        週の労働時間÷週の労働日数 
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第３章  基本給 

 

（基本給）  

第１４条 基本給は、各人の職務の内容、能力、経験等を考慮の上、別紙１の基準に基づき、 

各人ごとに労働契約に定め支給する。 

 

（改定）  

第１５条 基本給の改定については、原則として毎年４月（４月に入職した者については翌 

年以降の４月を意味する。）に行うこととし、改定額については、原則別紙１の 

とおりとする。ただし、非常勤職員の勤務成績等を勘案した結果、合理的な理由 

がある場合について賃金改定しないこともある。 

２. 前項のほか、特別に必要があるときは、臨時に賃金の改定を行うことがある。 

３. 弊団体の業績の著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合には昇給対 

者についても賃金改定をしない（又は減額）することがある。 

 

第４章  諸手当 

 

（通勤交通費） 

第１６条 通勤のため、弊団体の認める最も合理的もしくは最も経済的な交通機関を利用 

     する者に対し、原則として１日あたり往復２，０００円を上限として通勤交通費 

     を実費支給する。 

２. 現住所と勤務する事業所までの距離が２ｋｍ未満の場合には通勤交通費は支給   

  しない。また現住所から鉄道の最寄駅までの距離が２ｋｍ未満の場合、又は勤務

先から最寄駅の距離が１．５ｋｍ未満の場合には、その区間のバス代は支給しない。 

３．実費あるいは、６ヶ月もしくは３ヶ月の通勤定期代の、いずれか安い方を支給 

するものとする。 

４. 弊団体の指示による外出・移動等に伴う業務上の交通費については、所定の手続 

きにより実費を支給するものとする。 

    ５. 支給方法、支給期日、申請方法、異動・転居及び休職・退職の場合の取り扱いに

ついては、通勤交通費支給規程に準ずる。 

 

（その他手当） 

第１７条 別紙１に定める通りとする。 

 

第５章  割増賃金 

（割増賃金）  
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第１８条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 

（１）時間外労働割増賃金（法定労働時間を超えて労働させた場合）  

①時間外労働 60時間以内 時間給×１.２５×時間外労働時間数 

       ②時間外労働 60時間超  時間給×１.５０×時間外労働時間数 

 

（２）休日労働割増賃金（法定の休日に労働させた場合）  

     時間給×１.３５×法定休日労働時間数  

 

     （３）深夜労働割増賃金（午後１０時から午前５時までの間に労働させた場合）  

時間給×０.２５×深夜労働時間数 

 

 

（附  則） 

 

この規程は、平成２８年４月１日より適用する。 

この規程は、平成２８年１０月１日から改訂施行する。 

この規程は、平成３０年４月１日から改訂施行する。 

この規程は、平成３１年４月１日から改訂施行する。 

この規程は、令和元年１０月１日から改訂施行する。 

この規程は、令和２年４月１日から改訂施行する。 

この規定は、令和３年４月１日から改定施行する。 

この規定は、令和４年１０月１日から改定施行する。 

この規定は、令和５年４月１日から改定施行する。 

この規定は、令和５年１０月１日から改定施行する。 
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（本部スタッフ） 

 

 

 

 

（現場スタッフ：東京・神奈川エリア） 

 

 

 

（現場スタッフ：東京・神奈川以外） 
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団体の業績や諸般の事情により昇給対象や昇給額を個別に見直すことがあります。 

 

 

（資格取得、昇格による昇給） 

・ 年度途中に資格を取得した場合は、取得の申請を受領した翌月から、有資格者の欄の同

じ経験年数の時給に改定されます。 

・ 種別変更の場合は経験年数は引き継がれず、当該役職の初年度時給に改定されます。 

 

4. 正職員への昇格要件 

団体が認めた場合において、非常勤職員から正職員へ昇格することがあります。 





書式第１２号（法第２８条関係）  

 
 

令和 2 年 度  事 業 報 告 書 
 

  令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで 

 
 

特定非営利活動法人 放課後ＮＰＯアフタースクール  
 

１ 事業の成果 

（目標） 

「アフタースクール、全国で」 

 ○小学校におけるアフタースクール運営 

  ・地域と連携したアフタースクールの展開 

  ・周辺エリアへの好影響を与えられるようプログラムや研修を企画 

 ○企業・行政と連携した子育てプロジェクト等の推進 

  ・企業と連携した子育て支援プロジェクトの推進 

・行政の子育て課題の解決、教育目標達成の支援 

・全国の放課後団体の活性化支援 

 

（成果） 

○小学校におけるアフタースクール運営 

  ・アフタースクールの継続的な開校（現在21校立ち上げ） 

・のべ約12万4千人以上の子どもたちがアフタースクールに参加 

・地域と連携したプログラムなどを開催 

○企業・行政と連携した子育てプロジェクト等の推進 

  ・年間約30社の企業と連携した子ども向け活動プロジェクトやＣＳＲ支援事業を展開 

  ・のべ7,000人以上の子どもたちが参加 

・行政と連携した重度障害児日中一時支援事業を実施 

・全国400ヶ所の学童保育や放課後施設をオンラインもしくは訪問にてプログラムを提供 

  ２ 事業の実施に関する事項 
 （１）特定非営利活動に係る事業                    （事業費の総費用513,415千円） 

 

 定款に記載 

された 

事業名 

事 業 内 容 
実 施 

予 定 

日 時 

 実 施 予 定 

場 所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予 定 人 数 

支出額 

（千円） 

 

 子どもの健全育
成を図る活動：
アフタースクー
ル運営 

全国のモデルとなるアフタ
ースクール運営 
地域の放課後活動の支援 

通年 東京都・神奈川県・

千葉県埼玉県の小学

校、幼稚園 

約260人 
 

小学生・中学生
約124,000人 
（のべ） 

 
383,521 

 

 

 子どもの健全育
成を図る活動： 
企業・行政等と
連携した子育て
プロジェクト等 

企業等と連携し、子ども向
けのイベントやプログラム
を展開 

通年 日本全国の放課後
施設等 

約30人 
 

小学生・中学生
約7,000人 
（のべ） 

 
129,894 

 

 

 
 

 （２）その他の事業 

        
事業名 事  業  内  容 実 施 

日 時 
実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

支出額 
（千円） 

 該当なし      

   



書式第１２号（法第２８条関係）  

 
 

令和 3 年 度  事 業 報 告 書 
 

  令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで 

 
 

特定非営利活動法人 放課後ＮＰＯアフタースクール  
 

１ 事業の成果 

（目標） 

「放課後はゴールデンタイム」 

 ○学校施設を活用したアフタースクール運営 

  ・地域と連携したアフタースクールの展開 

  ・周辺エリアへの好影響を与えられるようプログラムや研修を企画 

 ○企業・行政と連携した子育てプロジェクト等の推進 

  ・企業と連携した子育て支援プロジェクトの推進 

・行政の子育て課題の解決、教育目標達成の支援 

・全国の放課後団体の活性化支援 

（成果） 

○小学校におけるアフタースクール運営・放課後支援 

  ・アフタースクールの継続的な開校・運営（これまでに21校を開校） 

・のべ約17万2千人以上の子どもたちがアフタースクールに参加 

・地域と連携したプログラムなどを開催 

・全国の４自治体と連携し放課後活動を支援／約27,000人の子どもたちが活動に参加。 

・放課後事業者向け研修会を年間４回実施／各回約200名が参加。 

○企業・行政と連携した子育てプロジェクト等の推進 

  ・年間15社以上の企業と連携した子ども向け活動プロジェクトやＣＳＲ支援事業を展開 

  ・のべ約8,000人の子どもたちが参加 

・行政と連携した重度障害児日中一時支援事業を実施 

・全国400ヶ所の学童保育や放課後施設をオンラインもしくは訪問にてプログラムを提供 

 ２ 事業の実施に関する事項 
 （１）特定非営利活動に係る事業                    （事業費の総費用621,304千円） 

 

 定款に記載 

された 

事業名 

事 業 内 容 
実 施 

予 定 

日 時 

 実 施 予 定 

場 所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予 定 人 数 

支出額 

（千円） 

 

 子どもの健全育成

を図る活動：アフ

タースクール運営 

全国のモデルとなるアフタ
ースクール運営 
 

通年 東京都・神奈川県・

千葉県埼玉県の小学

校、幼稚園 

約280人 
 

小学生・中学生
約172,000人 
（のべ） 

410,061 
 

 

自治体の放課後活動の支援 通年 千葉市・鎌倉市・津

島市・南あわじ市の

小学校・放課後施設 

約13人 小学生約27,000
人 

49,704 

 子どもの健全育成を

図る活動：企業・行

政等と連携した子育

てプロジェクト等 

企業等と連携し、子ども向
けのイベントやプログラム
を展開 

通年 日本全国の放課後施

設等 

約40人 
 

小学生・中学生
約8,000人 
（のべ） 

 
161,539 

 

 

 
 

 （２）その他の事業 

        
事業名 事  業  内  容 実施日時 実施場所 従事者の人数 支出額(千円) 

 該当なし      

   



書式第１２号（法第２８条関係）  

 
 

令和 4 年 度  事 業 報 告 書 
 

  令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで 

 
 

特定非営利活動法人 放課後ＮＰＯアフタースクール  
 

１ 事業の成果 

（目標） 

「放課後はゴールデンタイム」 

 ○学校施設を活用したアフタースクール運営 

  ・地域と連携したアフタースクールの展開 

  ・周辺エリアへの好影響を与えられるようプログラムや研修を企画 

 ○企業・行政と連携した子育てプロジェクト等の推進 

  ・企業と連携した子育て支援プロジェクトの推進 

・行政の子育て課題の解決、教育目標達成の支援 

・全国の放課後団体の活性化支援 

（成果） 

○小学校におけるアフタースクール運営・放課後支援 

  ・アフタースクールの継続的な開校・運営（これまでに21校を開校） 

・のべ約20万4千人以上の子どもたちがアフタースクールに参加 

・地域と連携したプログラムなどを開催 

・全国の6自治体と連携し放課後活動を支援／約3,000人の子どもたちが活動に参加。 

・放課後事業者向け研修会を年間3回実施／約1,700名が参加。 

○企業・行政と連携した子育てプロジェクト等の推進 

  ・年間20社以上の企業と連携した子ども向け活動プロジェクトやＣＳＲ支援事業を展開 

  ・のべ約10,700人の子どもたちが参加 

・行政と連携した重度障害児日中一時支援事業を実施 

・全国470ヶ所の学童保育や放課後施設をオンラインもしくは訪問にてプログラムを提供 

 ２ 事業の実施に関する事項 
 （１）特定非営利活動に係る事業                    （事業費の総費用709,240千円） 

 

 定款に記載 

された 

事業名 

事 業 内 容 
実 施 

予 定 

日 時 

 実 施 予 定 

場 所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予 定 人 数 

支出額 

（千円） 

 

 子どもの健全育成

を図る活動：アフ

タースクール運営 

全国のモデルとなるアフタ
ースクール運営 
 

通年 東京都・神奈川県・

千葉県埼玉県の小学

校 

約220人 
 

小学生・中学生 
約204,000人 
（のべ） 

459,980 
 

 

自治体の放課後活動の支援 通年 千葉市・鎌倉市・津

島市・南あわじ市の

小学校・放課後施設 

約22人 小学生 
約3,000人 

61,313 

 子どもの健全育成を

図る活動：企業・行

政等と連携した子育

てプロジェクト等 

企業等と連携し、子ども向
けのイベントやプログラム
を展開 

通年 日本全国の放課後施

設等 

約50人 
 

小学生・中学
生・高校生 
約10,700人 
（のべ） 

 
187,947 

 

 

 
 

 （２）その他の事業 

        
事業名 事  業  内  容 実施日時 実施場所 従事者の人数 支出額(千円) 

 該当なし      

   










